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〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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規

則

大
分
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
県
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

大
分
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
三
十
八
号

大
分
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
一
般
の
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
の
職
場
適
応
訓
練
が
行
わ
れ
た
日
が
十
六
日
に
満
た
な
い
月
及
び

一
般
の
職
場
適
応
訓
練
が
月
の
中
途
で
開
始
し
、
又
は
修
了
し
、
若
し
く
は
解
除
し
た
日
の
属
す
る
月
に

つ
い
て
は
、
一
月
を
二
十
一
日
と
し
て
日
割
り
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ

り
算
定
さ
れ
た
額
が
前
項
の
月
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
月
額
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
大
分
県
職
業
訓
練
手
当
等
支
給
規
則
」
を
「
大
分
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第

二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
条
又
は
」
を
「
第
四
条
第
一
項
、
国
際
協
定
の
締
結

等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
労
働
省
令
第
三
十
号
）
第
三
条

の
二
、
」
に
、
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴

う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

六
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
又
は
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
三

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
失
効
し
た
と
き
」
の
下
に
「
又
は
公
共

職
業
安
定
所
長
が
当
該
職
場
適
応
訓
練
の
受
講
の
指
示
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
三
十
九
号

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
十
六
年
大
分
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
四
条
第
四
項

の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に
従
っ
て
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
生
産
流
通
改

善
施
設
を
整
備
す
る
の
に
必
要
な
同
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
資
金
を
借
り
入
れ
る
場
合

十
二
年

（
三
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
以
内

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
県
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
号

大
分
県
県
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
県
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 土 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

四
四

四

月

一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二


